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漢
初
の
国
家
支
配
に
お
け
る
法
制
と
無
為

何

イ変

は
じ
め
に

秦
は
商
映
の
変
革
を
受
け
継
、
ぎ
、
国
が
富
ん
で
軍
事
力
が
強
化
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
併
呑
戦
争
を
遂
行
し
、
法
家
主
義
を
利
用
し
て
新

た
な
中
央
集
権
の
郡
県
制
国
家
を
建
て
た
。
だ
が
、
わ
ず
か
二
十
年
余
り
で
天
下
の
憎
悪
を
招
い
て
、
滅
亡
し
た
。
こ
れ
は
秦
が
法
家
主

義
に
従
っ
た
た
め
、
暴
政
に
導
か
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
。
漢
初
の
治
国
理
念
は
社
会
の
矛
盾
を
緩
和
す
る
黄
老
道
で
あ
る
の
は
い
う
ま
で

も
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
漢
初
の
統
治
思
想
の
研
究
に
お
い
て
は
、
馬
王
堆
漢
墓
出
土
の
『
経
法
』
、
『
十
六
経
』
諸
篇
、
及
び
『
史
記
』
、
『
准

南
子
』
な
ど
の
資
料
を
踏
ま
え
、
黄
老
道
が
「
刑
名
法
術
」
を
説
く
法
家
と
、
「
無
矯
而
治
」
を
主
張
す
る
道
家
を
円
滑
に
融
合
し
、
の

刑
罰
主
義
を
糾
正
し
、
新
た
な
時
代
に
相
応
し
た
、
と
い
う
の
が
一
般
の
見
解
で
あ
る
。
漢
初
思
想
の
集
大
成
と
さ
れ
る
『
准
南
子
』
で

は
、
法
の
性
格
を
「
法
生
於
義
、
義
生
於
思
適
、
思
適
合
於
人
心
」
〈
主
術
訓
〉
と
規
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
私
欲
を
排
斥
し
、
理
法
に

従
い
、
事
を
行
う
こ
と
が
「
無
矯
」
の
真
意
で
あ
る
と
も
述
べ
て
い
る
（
円
か
く
し
て
、
論
理
の
上
で
は
、
民
意
を
代
表
す
る
良
法
も
備
わ

り
、
法
の
施
行
に
お
い
て
も
障
害
が
な
く
な
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
黄
老
思
想
が
政
治
思
想
と
し
て
存
在
す
る
一
面
が
あ
る
以
上
、

現
実
面
で
の
支
配
の
実
情
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
漢
初
で
は
秦
の
法
律
、
官
制
、
朝
儀
な
ど
が
ほ
ぼ
踏
襲
さ
れ
た
。
秦
の
法
家
主
義
を
激
し
く
批
判
し
た
漢
代
で
は
、

如
何
に
し
て
も
秦
の
法
が
「
合
於
人
心
」
の
良
法
で
あ
る
と
認
め
る
わ
け
が
な
い
。
同
様
に
、
皇
帝
、
官
僚
、
諸
侯
ら
が
、
私
欲
な
し
に
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法
を
正
し
く
守
る
と
い
う
こ
と
も
困
難
で
あ
っ
た
。
良
法
、
及
び
そ
れ
を
守
る
条
件
が
共
に
不
備
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
黄
老
道
は
漢
初

の
支
配
で
は
如
何
な
る
意
味
を
持
っ
た
の
か
。
西
川
靖
二
氏
は
漢
初
の
社
会
条
件
の
考
察
を
通
し
、
民
間
郷
俗
と
一
元
支
配
の
法
治
主
義

と
の
矛
盾
が
存
在
し
た
こ
と
を
論
じ
た
。
さ
ら
に
、
黄
老
政
治
思
想
が
こ
の
矛
盾
を
解
消
し
た
と
い
う
結
論
を
出
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
西

川
氏
が
矛
盾
の
解
消
を
論
じ
た
根
拠
は
、
あ
く
ま
で
も
概
念
の
上
に
止
ま
る
も
の
で
あ
り
、
漢
初
の
具
体
的
政
策
に
基
づ
く
も
の
で
は
な

か
っ
た
。
斎
木
哲
郎
氏
は
、
老
子
と
怖
と
高
祖
集
団
の
関
係
、
及
び
怖
の
出
身
の
官
僚
が
有
し
た
老
子
思
潮
を
解
明
し
、
漢
初
の
社
会
で

黄
老
思
想
が
老
子
思
想
を
以
て
展
開
さ
れ
、
黄
帝
の
権
威
を
背
景
に
応
分
の
説
得
力
を
得
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
ま
た
氏
は
黄
老

思
想
の
内
実
が
老
子
思
想
の
再
述
で
あ
る
と
論
じ
な
が
ら
、
道
法
折
衷
の
意
味
で
黄
老
は
即
ち
道
法
で
あ
る
と
も
説
い
た
。
私
見
に
よ
れ

ば
、
斎
木
氏
の
結
論
は
黄
老
概
念
の
暖
昧
さ
を
も
た
ら
し
た
が
、
治
国
策
と
し
て
の
黄
老
道
に
対
す
る
研
究
を
、
道
法
の
思
想
融
合
の
立

場
か
ら
解
放
し
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
漢
が
秦
の
制
度
を
承
け
た
と
い
う
歴
史
的
事
実
か
ら
考
え
る
と
、
政
治
実
践
の
面
に
お
い
て
、

道
法
を
融
合
し
た
と
い
う
通
説
も
疑
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
小
論
は
漢
初
の
国
家
支
配
に
お
い
て
、
所
謂
法
制
と
無
為
の
政
策
を
考
察
し
、

治
国
理
念
と
し
て
の
黄
老
道
を
再
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。
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漢
初
に
お
け
る
秦
の
制
度
の
継
承

秦
は
滅
亡
し
た
が
、
漢
初
で
は
法
家
思
想
を
主
導
理
念
と
し
て
設
け
ら
れ
た
経
済
、
官
制
、
法
律
な
ど
の
制
度
は
ほ
ぼ
踏
襲
さ
れ
た
。

史
書
に
も
「
漢
承
秦
制
」
〈
『
漢
主
旦
班
彪
列
伝
〉
、
「
漢
因
循
而
未
草
」
〈
『
漢
書
』
百
官
公
卿
表
）
、
「
漢
初
因
秦
法
而
行
之
也
」
〈
『
漢
書
』

昭
帝
紀
に
顔
師
古
が
引
く
如
淳
の
注
〉
の
よ
う
な
言
葉
が
多
見
す
る
。
だ
が
、
秦
の
制
度
を
そ
の
ま
ま
全
部
踏
襲
し
た
の
で
は
な
く
、
損

益
し
た
所
も
あ
る
の
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
れ
で
は
漢
初
に
は
秦
の
法
制
と
の
根
本
的
な
区
別
が
存
在
し
た
の
か
、
本
節
で
は
こ
れ
に
つ

い
て
少
し
論
じ
た
い
。

ま
ず
、
法
律
の
変
更
に
お
い
て
、
よ
く
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
「
約
法
三
章
」
の
こ
と
で
あ
る
。
高
祖
は
秦
の
苛
烈
な
法
を
尽
く
取
り
除
き
、

殺
人
、
傷
人
、
盗
難
に
関
す
る
簡
単
な
罰
則
を
定
め
た
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
楚
漢
戦
の
際
に
、
秦
人
を
安
心
さ
せ
る
た
め
に
、
、
王



に
自
分
の
軍
隊
に
向
け
た
臨
時
の
約
束
で
あ
る
に
過
、
ぎ
ず
、
全
て
の
秦
民
に
適
応
さ
れ
る
法
律
で
は
な
い
。
『
史
記
』
の
「
高
祖
本
紀
」

に
は
、
約
法
な
ど
の
策
を
父
老
豪
傑
に
告
げ
た
後
に
、
「
凡
そ
吾
の
来
る
所
以
は
、
父
老
の
為
に
害
を
除
く
に
し
て
、
侵
暴
す
る
所
有
る

に
は
非
ず
。
恐
る
る
無
か
れ
よ
と
い
う
劉
邦
の
言
葉
を
も
記
録
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
軍
隊
を
制
御
し
、
民
衆
が
恐
れ
な
い
よ
う

に
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
三
章
の
法
は
「
不
足
以
御
姦
」
〈
『
漢
書
』
刑
法
志
〉
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
楚
漢
戦
争
が
始
ま
る
と
、

も
と
秦
の
功
曹
で
あ
り
、
律
に
精
通
し
て
い
た
粛
何
が
相
と
し
て
関
中
を
治
め
、
も
は
や
三
章
の
法
を
用
い
ず
、
秦
律
を
受
け
継
い
で
、

新
た
な
法
を
施
行
し
た
。
班
固
は
粛
何
が
秦
の
法
令
を
集
め
、
適
宜
な
も
の
を
採
り
、
九
章
の
律
を
作
っ
た
と
述
べ
た
。
九
章
の
律
は
す

で
に
散
供
し
た
が
、
新
出
土
の
資
料
を
利
用
し
て
、
漢
初
法
律
の
特
徴
を
究
明
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
特
に
、
広
瀬
薫
雄
氏
の
研

究
に
よ
る
と
、
『
律
経
』
〈
九
章
律
〉
は
粛
何
が
秦
律
に
従
っ
て
作
っ
た
と
い
う
｛
疋
説
は
史
実
で
は
な
く
、
実
際
は
前
漢
中
期
か
ら
徐
々
に

形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
前
漢
中
期
ま
で
実
施
さ
れ
た
の
は
、
や
は
り
秦
律
で
あ
っ
た
。
閏
暁
君
氏
も
、
『
張
家
山
漢
簡
』

な
ど
の
新
出
資
料
を
利
用
し
て
、
漢
代
の
刑
罰
を
研
究
し
、
漢
初
の
刑
罰
体
系
の
中
で
は
、
残
酷
な
肉
刑
、
繁
重
か
っ
無
期
限
な
持
役
刑

が
そ
の
主
体
と
な
っ
て
お
り
、
先
秦
の
律
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
高
敏
氏
は
『
奏
識
書
』
に
反
映
さ
れ
た
立
法
の
精
神
、

刑
名
、
刑
を
量
る
基
準
な
ど
の
論
証
を
通
し
て
、
漢
初
の
法
律
は
す
べ
て
秦
律
を
継
承
し
て
い
る
と
い
う
説
を
提
出
し
た
。
以
上
の
研
究

が
成
り
立
つ
か
ど
う
か
は
、
秦
、
漢
の
法
律
に
対
す
る
知
識
が
足
り
な
い
筆
者
に
は
判
断
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
丈
帝
の
時
に
、
厳
酷
に

し
て
苛
烈
な
秦
律
を
軽
減
し
、
肉
刑
を
廃
止
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
の
意
味
を
考
え
れ
ば
、
両
者
の
近
縁
性
は
お
の
ず

と
明
ら
か
に
な
る
と
思
う
。
「
肉
刑
」
は
秦
以
前
に
も
広
く
用
い
ら
れ
、
秦
代
で
は
「
徒
刑
」
が
増
加
さ
れ
、
「
肉
刑
」
と
「
徒
刑
」
が
併

用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
「
徒
刑
」
が
「
肉
刑
」
に
代
わ
り
、
次
第
に
主
流
と
な
る
の
は
、
刑
法
発
展
の
必
然
性
に
よ
る
も
の
で
あ
る

と
も
言
え
る
。
丈
帝
が
刑
罰
を
軽
減
し
た
こ
と
は
そ
の
歴
史
の
発
展
に
応
じ
た
も
の
に
す
、
ぎ
ず
、
根
本
的
な
変
革
で
は
な
い
。
そ
れ
に
、
「
肉

刑
」
を
「
答
」
、
「
棄
市
」
な
ど
の
刑
罰
に
変
え
た
と
い
っ
て
も
、
懲
罰
が
軽
減
さ
れ
た
と
は
限
ら
な
い
。
現
実
の
結
果
か
ら
見
て
も
、
こ

の
新
た
な
刑
罰
規
定
の
せ
い
で
、
命
を
落
し
た
犯
罪
者
の
人
数
は
か
え
っ
て
増
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
漢
及
び
以
後
の
学
者
た
ち

に
よ
っ
て
秦
の
滅
亡
と
直
接
な
関
係
が
あ
る
と
さ
れ
た
「
扶
書
律
」
も
、
恵
帝
四
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
廃
止
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て

も
、
秦
と
漢
初
の
法
律
と
は
特
に
根
本
的
な
違
い
が
な
か
っ
た
と
も
言
え
る
。

-26一



ま
た
、
国
家
の
体
制
に
関
し
て
は
、
漢
初
で
は
秦
朝
以
来
の
郡
県
制
を
実
行
し
な
が
ら
、
周
朝
及
び
西
楚
の
王
国
の
よ
う
な
分
封
も
行

わ
れ
た
。
こ
の
郡
国
並
行
の
制
度
は
た
し
か
に
秦
の
郡
県
制
と
異
な
る
。
だ
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
漢
が
秦
の
制
度
を
継
承
し
た
と
い
う
定

説
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
や
は
り
不
可
能
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
郡
県
と
王
国
の
並
列
は
、
秦
の
具
体
的
な
支
配
制
度
の
損
益
を
意
味
す
る

も
の
で
は
な
く
、
た
だ
、
秦
の
支
配
制
度
を
施
行
す
る
地
域
を
縮
小
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
王
国
は
名
義
上
で
は
、
漢
帝
国
に
隷
属
し

た
が
、
各
自
独
立
の
支
配
権
力
を
握
り
、
中
央
の
権
力
は
王
国
に
及
ば
な
か
っ
た
。
慮
結
以
外
の
異
姓
諸
侯
王
は
、
そ
も
そ
も
戦
功
あ
る

い
は
自
分
の
勢
力
を
以
て
居
り
、
地
方
の
秩
序
あ
る
い
は
中
央
政
府
の
規
制
力
に
よ
っ
て
は
十
分
に
制
限
で
き
な
か
っ
た
。
秦
か
ら
受
け

継
い
だ
支
配
制
度
が
、
各
王
国
で
完
全
に
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
想
見
で
き
る
。
し
か
し
、
漢
は
長
安
を
都
と
し
、
も
と
秦
国
が
統

治
し
た
十
五
郡
で
は
、
や
は
り
郡
県
制
を
踏
襲
し
、
法
律
も
官
制
も
大
き
な
変
更
は
な
か
っ
た
。
皇
帝
は
や
は
り
絶
対
の
権
力
を
持
ち
、
「
天

下
之
事
無
小
大
、
皆
決
於
上
。
」
〈
『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
〉
と
い
う
始
皇
帝
の
権
力
と
同
じ
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
直
接
支

配
の
た
め
に
は
、
戦
国
時
代
以
来
の
「
編
戸
斉
民
」
制
も
採
用
し
、
民
を
戸
籍
に
組
み
入
れ
、
同
一
に
扱
い
、
兵
役
、
揺
役
、
賦
税
な
ど

の
徴
収
、
及
び
民
の
管
理
を
も
全
て
戸
籍
に
よ
っ
て
行
な
っ
た
。
ま
た
、
秦
朝
で
は
氏
族
社
会
で
形
成
さ
れ
た
口
巴
制
国
家
を
支
持
す
る
宗

法
組
織
を
壊
し
、
遷
虜
及
び
六
回
貴
族
を
戚
陽
、
連
陸
に
移
民
さ
せ
た
。
漢
に
至
っ
て
も
、
高
祖
は
謀
士
婁
敬
が
上
奏
し
た
「
強
本
弱
末

之
術
」
〈
『
史
記
』
婁
敬
惇
〉
を
採
用
し
、
昭
氏
、
屈
氏
、
景
氏
、
懐
氏
、
田
氏
と
い
う
五
姓
の
来
月
・
楚
の
大
族
を
関
中
に
移
し
た
。
支
配

の
障
害
と
な
る
と
さ
れ
る
諸
侯
王
や
六
国
貴
族
を
取
り
除
い
た
た
め
、
中
間
勢
力
の
対
抗
性
は
弱
ま
っ
た
。
以
上
の
こ
と
は
、
い
ず
れ
も

漢
の
統
治
が
郡
県
制
国
家
の
二
克
的
な
支
配
を
図
ろ
う
と
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
二
冗
的
な
支
配
、
あ
る
い
は
西
嶋
定
生

氏
が
言
う
個
別
人
身
支
配
制
度
は
、
絶
対
的
な
悪
制
度
と
言
え
る
の
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
の
判
断
は
、
漢
初
の
黄
老
道
に
お
け
る
法
、
道

関
係
の
究
明
と
関
わ
る
の
で
、
次
の
節
で
考
察
し
た
い
。

秦
、
漢
初
の
法
制
の
正
当
性
と
欠
点

一
元
的
な
支
配
制
度
が
初
め
て
全
面
的
に
行
わ
れ
た
の
は
秦
の
時
代
で
あ
る
。
そ
の
中
心
は
法
家
主
義
に
基
づ
く
法
制
度
で
あ
る
。
ま
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た
、
周
知
の
よ
う
に
、
法
家
主
義
は
秦
の
滅
亡
の
最
大
の
原
因
と
も
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
漢
が
継
承
し
た
制
度
の
性
質
を
究
明
す
る

に
は
、
秦
の
滅
亡
、
漢
の
成
立
を
背
景
と
し
て
、
法
制
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

『
史
記
』
及
び
『
漢
書
』
に
よ
る
と
、
秦
末
の
叛
乱
の
理
由
は
秦
律
の
残
酷
と
苛
烈
に
あ
り
、
民
衆
の
吏
治
に
対
す
る
不
満
が
非
常
に

高
ま
っ
た
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
『
史
記
』
に
「
此
の
時
に
首
た
り
、
諸
郡
牒
の
秦
吏
に
苦
し
め
ら
る
る
者
は
、
皆
其
の
長
吏
を
刑
し
、

之
を
殺
し
て
以
て
陳
渉
に
応
ず
o
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
秦
末
、
陳
勝
が
秦
の
官
吏
に
命
じ
ら
れ
て
人
夫
を
護
送
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
途

中
の
道
で
大
雨
に
遭
い
、
ど
う
し
て
も
期
日
に
間
に
合
わ
な
く
な
っ
た
。
秦
の
法
律
で
は
人
夫
が
現
場
に
一
日
で
も
遅
れ
れ
ば
死
刑
に
な

る
。
そ
こ
で
、
陳
勝
は
「
天
下
苦
秦
久
夫
」
と
唱
え
、
反
乱
を
起
こ
し
た
。
し
か
し
、
現
代
に
な
っ
て
出
土
し
た
、
秦
代
の
法
律
の
一
部

が
含
ま
れ
る
『
睡
虎
地
秦
簡
』
に
は
「
失
期
三
日
五
日
、
評
。
六
日
到
旬
、
賀
一
盾
。
過
旬
、
賞
一
甲
o
」
〈
秦
律
十
八
種
・
揺
律
〉
と
の

規
定
が
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
揺
役
の
期
限
に
間
に
合
わ
な
い
場
合
で
も
、
懲
罰
は
死
刑
に
ま
で
は
及
ば
な
い
の
で
あ
る
。
十
日
ぐ

ら
い
遅
れ
て
も
、
一
枚
の
鎧
を
出
さ
せ
る
の
み
で
あ
る
。

ま
た
、
秦
律
で
は
、
「
連
座
制
」
が
特
に
非
難
さ
れ
て
い
る
。
『
史
記
』
の
「
商
君
列
伝
」
に
、
次
の
よ
う
に
あ
る

卒
に
饗
法
の
令
を
定
め
、
民
を
し
て
什
伍
を
為
し
、
相
収
司
連
坐
せ
し
む
。
姦
を
告
げ
、
ざ
る
者
は
腰
斬
し
、
姦
を
告
ぐ
る
者
は
、
敵

を
斬
る
と
賞
を
同
じ
う
し
、
姦
を
匿
す
者
は
、
敵
に
降
る
と
罰
を
同
じ
う
す
。

連
座
制
と
は
、
犯
罪
者
と
一
定
の
社
会
関
係
が
あ
る
人
は
連
帯
責
任
を
負
い
、
刑
罰
を
受
け
る
と
い
う
刑
法
で
あ
る
。
秦
で
は
五
家
も

し
く
は
十
｛
永
か
ら
「
什
伍
」
と
い
う
基
本
的
社
会
組
織
を
編
成
し
て
お
り
、
一
家
が
犯
罪
を
行
え
ば
、
そ
れ
以
外
の
「
什
伍
」
の
家
は
必

ず
告
発
す
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
「
腰
斬
」
、
「
降
敵
」
と
同
じ
苛
烈
な
刑
罰
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
、
他
人
の
罪
を
暴

か
な
い
人
に
対
す
る
秦
の
刑
罰
は
残
酷
す
ぎ
る
と
批
判
さ
れ
た
。
し
か
し
、
『
秦
簡
』
は
い
く
つ
か
の
連
座
法
を
載
せ
て
い
る
。
例
え
ば
、

若
し
甲
が
金
を
盗
み
、
乙
が
真
相
を
了
承
し
た
上
で
、
そ
の
分
け
前
を
受
け
取
れ
ば
、
二
人
の
罪
は
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
乙
が
そ
の
真

（
却
）

相
を
知
ら
な
い
場
合
に
は
罪
を
論
じ
な
い
。
こ
れ
だ
け
で
も
『
史
記
』
の
言
葉
は
事
実
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
連
座
制
は
二
千
年
の

聞
に
わ
た
っ
て
、
重
い
罪
に
対
し
て
は
、
族
刑
さ
え
し
ば
し
ば
施
行
さ
れ
た
。
そ
の
マ
イ
ナ
ス
の
面
に
注
目
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
権
力

者
に
対
す
る
抑
制
や
、
犯
罪
の
捜
査
・
予
防
等
に
対
し
て
、
そ
れ
が
現
実
的
に
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
も
、
正
当
に
評
価
さ
れ
な
け
れ
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ね
ば
な
る
ま
い
。
『
秦
簡
』
の
出
土
以
来
、
す
で
に
多
く
の
研
究
者
た
ち
が
こ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
き
た
。

記
事
に
見
ら
れ
る
極
端
な
ま
で
の
繁
法
酷
刑
は
後
代
の
仮
託
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。

し
か
も
、
秦
の
法
制
に
よ
っ
て
国
が
治
ま
っ
た
と
い
う
成
果
も
正
当
に
評
価
す
べ
き
で
あ
る
。
秦
孝
公
は
商
軌
を
任
命
し
、
変
法
を
行

な
っ
た
と
こ
ろ
、
「
之
を
行
な
う
こ
と
十
年
、
秦
民
は
大
い
に
説
ぶ
、
道
に
遺
ち
た
る
を
拾
わ
ず
、
山
に
盗
賊
無
く
、
家
ご
と
に
給
し
人

（辺）

ご
と
に
足
る
o
」
と
い
う
安
定
し
た
安
全
な
社
会
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
『
漢
書
』
刑
法
志
に
は
、
こ
れ
と
は
全
く
異
な
る
秦
代
社
会
が
描

か
れ
て
い
る
。
邪
悪
な
こ
と
が
次
々
起
こ
り
、
犯
罪
者
も
監
獄
も
多
く
現
れ
、
人
々
に
怨
み
を
抱
か
せ
、
そ
の
結
果
、
叛
乱
が
生
じ
た
と

い
、
つ
の
で
あ
る
。

主
に
商
軟
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
秦
代
の
律
令
が
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
情
況
を
導
い
た
の
か
。
秦
が
滅
亡
し
、
漢
が
興
っ
た
原
因
は
、
本

当
に
法
制
に
対
す
る
姿
勢
の
根
本
的
な
違
い
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
、
秦
が
滅
亡
し
、
漢
が
興
っ
た
背
景

と
し
て
の
、
法
制
に
よ
る
支
配
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。

（

M
A）
 

『
秦
簡
』
の
「
語
書
」
に
は
法
律
が
民
を
教
化
し
、
淫
俗
、
悪
俗
を
取
り
除
い
て
善
に
導
く
た
め
に
作
ら
れ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

廿
年
四
月
丙
成
朔
了
亥
、
南
郡
守
騰
、
牌
道
の
音
夫
に
謂
う
。
古
は
民
各
々
郷
俗
有
り
、
其
の
利
及
び
好
悪
す
る
所
は
同
じ
か
ら
ず

し
て
、
或
は
民
に
於
い
て
便
な
ら
ず
、
邦
に
害
あ
り
。
是
こ
を
以
て
聖
王
は
法
度
を
作
為
し
、
以
て
民
心
を
矯
端
し
、
其
の
邪
避
〈
僻
〉

去
り
、
其
の
悪
俗
を
除
く
。
凡
そ
法
律
令
な
る
者
は
、
以
て
民
を
教
道
〈
導
〉
し
、
其
の
淫
避
〈
僻
）
を
去
り
、
其
の
悪
俗
を
除
き

ゅ

て
之
を
し
て
善
を
為
す
に
之
か
し
む
。

こ
の
文
面
だ
け
を
考
え
て
み
れ
ば
、
秦
律
の
理
論
に
お
い
て
は
、
深
刻
な
問
題
は
特
に
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
民
俗
、
あ
る
い

は
地
方
の
秩
序
は
長
い
歴
史
の
中
で
形
成
さ
れ
、
民
の
日
常
生
活
に
無
意
識
に
影
響
を
与
え
、
あ
る
意
味
で
は
思
想
と
行
動
の
ア
プ
リ
オ

リ
な
経
験
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
法
律
の
正
当
性
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
民
衆
が
た
つ
た
二
十
年
の
期
間
で
、
二
冗

的
な
支
配
の
た
め
の
法
律
規
範
を
受
け
容
れ
る
こ
と
は
や
は
り
不
可
能
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
項
羽
ら
が
六
国
の
貴
族
の
利
益
が
奪
わ
れ
た

た
め
、
不
満
を
持
っ
て
い
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
に
、
彰
越
と
劉
邦
ら
の
少
年
あ
る
い
は
豪
傑
た
ち
か
ら
構
成
さ
れ
る
集
団
は
、

任
侠
的
な
習
俗
に
基
づ
く
人
的
結
合
に
支
え
ら
れ
、
法
に
よ
る
思
想
の
強
制
統
治
に
反
対
し
て
い
た
。
彼
ら
の
勢
力
が
拡
大
し
、
主
な
反

例
え
ば
、

堀
毅
氏
は
史
書
の
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秦
勢
力
の
一
つ
に
な
っ
た
の
は
、
少
年
あ
る
い
は
豪
傑
た
ち
の
聞
の
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
結
合
が
次
第
に
薄
く
な
り
、
父
老
の
支
持
を
獲
得
す

る
た
め
、
パ
ト
リ
ア
ル
な
も
の
が
増
え
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
民
間
に
お
い
て
は
血
縁
関
係
に
基
づ
く
氏
族
社
会
は
崩
壊
し
た
が
、
里
を

中
心
と
し
て
、
中
央
か
ら
任
命
さ
れ
た
官
で
は
な
い
父
老
が
存
在
し
て
い
た
。
彼
ら
も
一
種
の
地
方
秩
序
を
主
導
し
て
い
た
。
『
史
記
』

に
は
幾
度
も
「
天
下
苦
秦
久
夫
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
が
、
こ
れ
は
全
て
反
秦
の
首
領
、
豪
傑
の
間
で
、
あ
る
い
は
父
老
に
対
し
て

唱
え
ら
れ
て
い
た
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
る
。
父
老
及
び
少
年
、
豪
傑
が
代
表
す
る
民
間
秩
序
と
、
強
制
的
な
斉
一
性
を
持
つ
秦
律
と
の
衝
突

が
存
在
し
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
秦
の
統
治
が
反
発
を
招
い
た
主
な
原
因
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。
「
語
書
」
に
は
続
い
て
こ

の
秦
律
を
全
国
に
広
げ
、
施
行
し
た
際
に
起
こ
っ
た
衝
突
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

今
法
律
令
己
に
具
は
る
も
、
而
も
吏
民
は
用
う
る
無
く
、
郷
俗
淫
失
〈
決
〉
の
民
は
止
ま
ら
ず
、
是
れ
即
ち
主
の
明
法
を
法
〈
麿
〉
し
、

而
し
て
邪
避
〈
僻
〉
淫
失
（
決
〉
の
民
を
長
ず
、
甚
だ
邦
に
害
あ
り
て
、
民
に
便
な
ら
ず
。
故
に
騰
は
是
の
為
に
し
て
法
律
令
、
田

令
及
び
閑
私
の
為
に
す
る
方
を
修
め
て
之
を
下
し
、
吏
を
し
て
明
か
ら
に
布
か
し
め
、
吏
民
を
し
て
皆
明
ら
か
に
之
を
知
日
〈
知
〉
り

て
、
罪
に
巨
〈
阻
〉
る
こ
と
母
か
ら
し
む
。
今
法
律
令
己
に
布
く
も
、
吏
民
の
法
を
犯
し
て
閑
私
を
為
す
者
止
ま
ら
ず
、
私
好
、
郷

俗
の
心
変
わ
ら
、
ざ
る
を
聞
く
。
令
、
丞
よ
り
以
下
智
〈
知
〉
り
て
奉
げ
て
論
ぜ
ず
。
是
れ
即
ち
明
ら
か
に
主
の
明
法
を
避
け
て
邪
避

〈
僻
〉
の
民
を
養
匿
す
る
も
の
な
り
。

（訂）

こ
こ
に
言
、
つ
郷
俗
、
「
私
好
」
と
は
、
六
固
に
残
っ
て
い
た
民
間
秩
序
で
あ
ろ
う
。
淫
決
の
民
が
こ
れ
を
好
む
こ
と
が
止
ま
な
い
の
で
、

秦
政
府
が
制
定
し
た
法
律
に
従
わ
ず
、
一
般
の
民
に
も
固
に
も
害
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
今
私
た
ち
が
こ
れ
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
、

か
り
に
郷
俗
を
好
む
こ
と
が
有
害
で
あ
る
こ
と
に
同
意
し
な
く
て
も
、
政
府
、
一
般
の
民
、
及
び
民
間
秩
序
を
代
表
す
る
豪
傑
・
父
老
の

三
者
の
聞
に
法
律
と
郷
俗
の
衝
突
が
存
在
し
て
い
た
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
、
二
世
の
暴
政
の
よ
う
に
、
法
は
君
主
の
欲
を
極
め
、

（お）

天
下
を
弾
圧
す
る
道
具
と
さ
れ
た
。
そ
れ
に
加
え
て
、
阿
房
宮
、
騒
山
墓
な
ど
の
賛
沢
な
工
事
を
行
、
つ
た
め
に
、
揺
役
、
賦
税
が
さ
ら
に

繁
重
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、
父
老
、
一
般
民
の
秦
の
統
治
に
対
す
る
憎
し
み
は
い
っ
そ
う
高
ま
り
、
最
初
か
ら
秦
政
権
、
秦
法
、
秦
吏

を
敵
視
し
て
い
た
六
国
貴
族
・
豪
傑
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
秦
の
斉
一
性
、
強
制
性
の
み
に
基
づ
く
法
制
に
は
柔
軟
性
が
欠
け
て
い
た
の
で
、
民
間
秩
序
を
代
表
す
る
父
老
・
豪
傑
か
ら
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の
反
発
を
招
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
斉
一
性
、
強
制
性
だ
け
に
よ
っ
て
支
配
が
行
わ
れ
る
場
合
、
政
策
、
法
律
の
制
定
及
び
実
行
は
、

二
世
の
よ
う
に
私
欲
を
極
め
、
民
間
あ
る
い
は
臣
下
か
ら
の
政
策
の
建
言
も
無
視
し
、
人
民
へ
の
配
慮
も
な
く
、
支
配
規
範
の
正
義
は
失

わ
れ
て
し
ま
う
。
た
し
か
に
秦
の
法
制
に
よ
る
二
冗
的
な
支
配
は
、
君
主
の
恋
意
に
対
す
る
制
限
が
不
足
し
て
お
り
、
暴
君
を
招
来
す
る

可
能
性
が
あ
っ
た
。
だ
が
、
君
権
あ
る
い
は
独
裁
の
制
限
は
人
間
社
会
に
と
っ
て
、
水
遠
の
課
題
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
よ
っ
て
秦
の
法
制

を
完
全
に
否
定
す
る
の
は
行
き
過
ぎ
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
は
秦
末
の
暴
政
の
問
題
を
避
け
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
が
、
法
家

思
想
を
完
全
に
君
主
独
裁
の
道
具
と
し
た
り
、
秦
の
暴
政
を
法
制
だ
け
の
せ
い
に
し
た
り
、
法
家
の
法
制
は
必
ず
悪
性
の
専
制
に
導
く
と

す
る
見
方
に
は
賛
成
で
き
な
い
。
秦
が
滅
ほ
さ
れ
た
主
な
原
因
を
法
制
の
弊
に
求
め
る
の
は
、
ご
く
一
面
的
な
見
方
で
あ
ろ
う
。
「
合
於

人
心
」
と
は
言
え
な
い
に
し
て
も
、
す
べ
て
の
法
令
を
一
元
化
し
、
公
的
な
立
場
か
ら
政
治
支
配
を
行
う
こ
と
は
、
歴
史
的
に
は
既
に
大

き
な
進
歩
で
あ
ろ
う
。
ゆ
え
に
、
漢
初
に
新
た
な
治
国
理
念
を
採
用
し
よ
う
と
し
て
も
、
そ
の
法
制
を
廃
棄
す
る
理
由
は
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
た
だ
し
、
如
何
に
し
て
民
間
秩
序
と
の
衝
突
を
解
決
す
る
の
か
と
い
う
の
は
、
漢
初
の
統
治
者
の
目
前
に
迫
っ
て
い
る
課
題
で
あ
っ
た
。

漢
初
の
支
配
と
「
無
痛
而
治
」
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漢
代
で
は
秦
制
を
踏
襲
す
る
一
方
、
秦
の
滅
ん
だ
原
因
に
鑑
み
、
以
下
の
よ
う
な
秦
と
異
な
る
政
策
を
採
っ
た
。
そ
れ
は
黄
老
道
に
基

づ
く
政
策
と
も
言
え
る
。
本
節
で
は
そ
の
政
策
の
考
察
を
通
じ
て
、
漢
初
の
支
配
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
思
う
。
特
に
そ
れ
ら
の

黄
老
政
策
と
法
制
と
の
関
係
を
考
え
た
い
。

ー
、
劉
姓
子
孫
を
王
に
封
じ
た
こ
と

漢
の
統
治
者
に
と
っ
て
、
秦
が
滅
ほ
さ
れ
た
一
つ
の
原
因
は
古
法
を
廃
棄
し
、
子
弟
が
「
匹
夫
」
と
な
っ
た
の
で
、
統
治
が
動
揺
し
た

（
泊
）

際
に
、
血
縁
関
係
者
か
ら
の
補
佐
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
鑑
み
、
劉
氏
の
帝
位
を
守
る
に
は
、
骨
肉
の
同
姓
を
強
大
化
し
、

王
あ
る
い
は
列
侯
を
数
多
く
封
じ
て
天
下
を
支
配
す
る
と
い
う
考
え
を
持
っ
て
い
た
。
異
姓
王
が
ほ
と
ん
ど
衰
え
た
後
に
、
高
祖
は
大
臣



た
ち
と
盟
約
を
誓
い
、
劉
姓
以
外
の
人
を
王
に
封
じ
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
漢
初
に
封
じ
ら
れ
た
王
国
は
、
勢
力
が
一
番
弱

い
長
沙
王
の
呉
丙
以
外
は
、
高
祖
と
同
姓
の
子
弟
の
中
の
九
人
が
諸
侯
王
に
な
っ
た
。
同
姓
王
を
封
じ
て
こ
れ
ら
の
地
方
を
治
め
る
よ
う

に
な
る
と
、
確
か
に
自
治
性
が
与
え
ら
れ
、
独
自
の
秩
序
を
許
す
よ
う
に
な
っ
た
。
一
方
、
血
縁
の
紐
帯
の
せ
い
で
、
中
央
統
治
と
の
結

び
付
き
も
強
い
は
ず
と
い
う
配
慮
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
だ
が
、
地
方
の
諸
侯
王
は
皇
室
か
ら
派
出
さ
れ
た
地
方
統
治
者
と
し
て
、

ほ
か
の
郡
守
と
は
違
い
、
彼
ら
の
義
務
は
主
に
宗
廟
の
祭
記
、
朝
朝
、
朝
献
を
行
う
こ
と
し
か
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
諸
侯
王
は
そ
の
国

で
極
大
の
権
力
を
持
っ
て
い
た
。
丞
相
以
外
の
官
僚
た
ち
の
任
命
と
管
理
は
す
べ
て
王
国
の
権
限
と
し
て
認
め
ら
れ
、
中
央
か
ら
の
干
渉

も
受
け
な
か
っ
た
。
王
国
内
の
官
僚
の
待
遇
も
中
央
政
府
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
あ
る
程
度
ま
で
は
、
諸
侯
王
は
独

立
の
法
律
の
設
定
と
断
獄
な
ど
の
司
法
権
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
郡
国
並
行
の
た
め
に
、
中
央
の
法
制
と
王
国
の
秩
序
と
が
同
時

に
存
在
し
、
そ
の
二
つ
の
秩
序
は
血
縁
の
紐
帯
だ
け
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
て
い
た
。
中
央
の
法
制
を
「
合
於
人
心
」
の
法
、
受
容
性
の
あ

る
法
に
変
え
る
こ
と
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
皇
室
子
孫
の
人
数
の
増
加
に
伴
い
、
血
縁
関
係
は
疎
遠
に
な
り
、
中
央
統
治
と
の
衝
突
が
現

れ
る
の
も
ま
た
自
然
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
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2
、
民
間
秩
序
を
重
視
す
る
こ
と

高
祖
は
市
県
よ
り
兵
を
挙
げ
て
以
来
、
勢
力
が
次
第
に
強
大
に
な
っ
た
が
、
父
老
の
支
持
を
勝
ち
取
っ
た
こ
と
が
そ
の
最
も
根
本
的
な

原
因
で
あ
る
。
例
え
ば
、
最
初
、
父
老
の
支
持
を
得
て
、
市
県
子
弟
三
千
人
を
招
い
て
県
城
を
占
領
し
、
県
令
を
殺
し
て
油
公
と
な
っ
た
。

そ
し
て
、
問
中
に
入
っ
た
後
、
父
老
を
召
集
し
て
有
名
な
「
三
章
の
法
」
を
約
束
し
た
。
そ
れ
も
秦
人
の
支
持
を
獲
得
す
る
た
め
の
非
常

に
重
要
な
策
略
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
漢
の
初
め
、
曹
参
が
斉
国
の
相
に
任
じ
ら
れ
た
時
、
地
方
の
長
老
、
諸
生
を
悉
く
集
め
、

百
姓
の
生
活
を
安
定
さ
せ
る
方
法
を
尋
ね
た
。
黄
老
を
唱
え
る
蓋
公
と
い
う
人
物
よ
り
、
「
治
道
、
貴
清
静
而
民
自
定
。
」
（
〈
治
道
、
清
静

を
貴
び
て
民
自
ら
定
ま
る
o
〉
『
史
記
』
曹
相
国
世
家
〉
と
い
う
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
て
、
黄
老
の
治
国
術
を
用
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

（お）

紀
元
前
二

O
二
年
、
次
の
有
名
な
「
罷
兵
賜
復
」
の
詔
が
頒
布
さ
れ
た
。

夏
五
月
、
兵
皆
罷
め
て
家
に
蹄
さ
し
む
。
詔
に
日
く
、
「
諸
侯
の
子
の
闘
中
に
在
る
者
は
、
之
に
十
二
歳
を
復
し
、
其
の
臨
す
る
者



は
之
を
半
に
す
。
民
は
前
に
或
は
相
い
緊
ま
り
て
山
、
揮
を
保
ち
、
名
敷
を
書
、
せ
ず
。
今
天
下
は
己
に
定
ま
り
、
各
々
其
の
牒
に
蹄
さ

し
め
、
故
爵
の
田
宅
を
復
し
、
吏
は
文
法
を
以
て
教
訓
排
告
し
、
公
口
辱
す
る
こ
と
勿
れ
。
民
の
飢
餓
を
以
て
自
責
り
て
人
の
奴
牌
と

為
る
者
は
、
皆
免
じ
て
庶
人
と
為
す
。
軍
吏
卒
の
赦
に
合
同
た
り
、
其
の
亡
罪
に
し
て
亡
爵
及
び
大
夫
に
満
た
、
ざ
る
者
は
、
皆
爵
を
賜

り
て
大
夫
と
為
す
。
故
大
夫
以
上
は
爵
各
々
一
級
を
賜
り
、
其
の
七
大
夫
以
上
は
、
皆
食
邑
せ
し
む
。
七
大
夫
に
非
、
ざ
る
よ
り
以
下

は
、
皆
其
の
身
及
び
戸
を
復
し
、
事
と
す
る
勿
れ
o
」
〈
『
漢
書
』
高
帝
紀
〉

秦
の
際
の
戦
乱
の
せ
い
で
、
秦
の
有
爵
者
は
土
地
を
失
っ
た
の
だ
が
、
彼
ら
を
県
に
一
民
し
、
土
地
も
返
還
し
た
。
そ
し
て
、
軍
吏
た
ち

の
爵
位
も
高
め
た
。
詔
の
内
容
か
ら
見
れ
ば
、
新
た
な
爵
位
と
土
地
の
授
与
は
、
軍
功
に
基
づ
い
た
秦
の
二
十
爵
制
と
土
地
の
授
与
制
度

を
踏
襲
し
た
も
の
だ
が
、
秦
の
有
爵
者
（
漢
に
と
っ
て
軍
功
が
な
い
人
〉
に
も
こ
れ
を
認
め
て
い
る
。
そ
れ
は
や
は
り
既
定
の
秩
序
を
容

認
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
以
上
挙
げ
た
政
策
は
、
中
央
と
地
方
と
の
矛
盾
を
解
消
し
た
と
は
限
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
曹
参
が
諸
儒
の
主
張
を
採
ら
な

（引き

か
っ
た
の
は
、
儒
者
が
説
い
た
こ
と
が
異
な
り
、
ど
の
よ
う
に
決
め
た
ら
よ
い
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
意
見
を
傾
聴
す
る
と

い
っ
て
も
、
必
ず
し
も
全
て
の
意
見
を
受
け
と
め
、
真
剣
に
検
討
し
て
か
ら
取
捨
す
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
秦
地
の
関
中
に
進

入
し
た
軍
吏
た
ち
は
皆
優
待
を
受
け
た
が
、
里
に
帰
る
人
は
関
中
に
居
住
す
る
人
と
比
べ
る
と
、
半
分
の
倍
役
を
免
除
す
る
だ
け
で
あ
っ

た
。
そ
れ
は
、
中
央
と
地
方
と
の
聞
に
壁
が
存
在
す
る
こ
と
を
一
不
す
の
で
は
な
い
か
。
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3
、
「
約
法
省
禁
」
の
こ
と

『
史
記
』
の
「
平
準
童
日
」
と
『
漢
書
』
の
「
食
貨
志
」
に
「
約
法
省
禁
」
の
言
葉
が
あ
り
、
ま
た
「
過
秦
論
」
に
も
、
「
法
を
約
し
て
刑

を
省
き
、
以
て
其
の
後
を
持
ち
、
天
下
の
人
を
し
て
皆
自
ら
新
た
に
し
、
節
を
更
め
、
行
を
修
め
、
各
々
そ
の
身
を
慎
む
を
得
、
せ
し
む
o
」

（お）

と
述
べ
て
い
る
。
漢
初
の
法
律
の
歴
史
を
見
る
と
、
大
幅
に
法
律
を
改
定
し
た
記
録
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
し
か
も
、
丈
帝
は
肉
刑
法
を
廃

棄
し
た
が
、
や
は
り
細
密
な
規
定
が
存
在
し
て
い
た
。
漢
初
の
所
謂
「
約
法
」
は
必
ず
し
も
法
律
を
簡
約
に
し
、
旧
来
の
法
律
で
の
犯
罪

者
に
対
し
て
、
新
た
な
現
行
法
に
よ
っ
て
刑
罰
を
軽
減
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
法
律
を
施
行
す
る
ケ
I
ス
を
減
少
さ
せ
、
一
般
人



の
法
律
違
反
を
容
認
し
、
刑
罰
を
施
す
こ
と
を
省
こ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
、
漢
と
秦
の
違
い
は
法
律
そ
の
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
施
行
の
違
い
に
あ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
漢
初
、
相
国
に
任
命
さ
れ
た
曹
参
は
斉
国
を
離
れ
る
時
、
彼
を
継
い
で
斉
相
と
な
る

（
部
）

人
と
次
の
よ
う
な
会
話
を
し
て
い
る
。

み
だ

其
の
後
相
に
属
し
て
日
く
、
「
来
月
の
獄
市
を
以
て
寄
と
為
し
、
慎
み
て
擾
す
こ
と
勿
れ
o
」

後
相
日
く
、
「
治
に
は
此
よ
り
大
な
る
者
無
き
か
o
」

あ
わ

参
日
く
、
「
然
ら
ず
。
夫
れ
獄
市
は
、
並
せ
容
る
る
所
以
な
り
。
今
君
之
を
擾
さ
ば
、
姦
人
安
く
ん
ぞ
容
る
る
所
あ
ら
ん
や
。
五
口
是

こ
を
以
て
之
を
先
に
す
o
」
（
『
史
記
』
曹
相
国
世
家
〉

「
獄
市
」
に
不
正
の
姦
人
た
ち
が
存
在
す
る
こ
と
を
容
認
す
べ
き
な
の
は
、
も
し
法
律
に
よ
っ
て
厳
格
に
懲
罰
を
行
っ
た
ら
、
逆
に
姦

人
た
ち
は
も
っ
と
ひ
ど
い
こ
と
を
し
て
、
国
の
安
定
を
脅
か
す
恐
れ
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
が
典
型
的
な
「
無
為
而
治
」
の
黄
老
思

想
と
さ
れ
る
。

粛
何
、
曹
参
が
相
い
次
い
で
丞
相
に
任
ぜ
ら
れ
、
『
史
記
』
の
「
曹
相
国
世
家
」
に
「
粛
規
曹
随
」
と
い
う
典
故
が
あ
る
よ
う
に
、
彼

（
訂
）

ら
は
民
の
欲
に
従
っ
て
擾
乱
さ
せ
な
か
っ
た
た
め
、
民
の
衣
食
が
豊
か
に
な
り
、
刑
法
を
用
い
る
こ
と
も
稀
で
あ
っ
た
。
丈
帝
も
議
論
す

る
時
に
寛
大
で
、
人
の
誤
り
を
言
う
こ
と
を
恥
じ
た
。
禁
じ
る
こ
と
が
少
な
く
、
疑
問
が
あ
っ
て
判
決
し
に
く
い
案
件
が
あ
れ
ば
、
民
を

無
罪
に
し
た
。
そ
こ
で
、
刑
罰
が
大
い
に
省
か
れ
、
「
断
獄
四
百
、
有
刑
錯
之
風
」
〈
『
漢
書
』
刑
法
志
〉
に
至
っ
た
。
秦
朝
の
法
令
が
す

べ
て
二
冗
的
に
定
め
ら
れ
て
い
た
の
と
異
な
り
、
民
間
に
そ
も
そ
も
存
在
す
る
秩
序
が
、
姦
人
た
ち
の
無
制
限
な
拡
大
を
規
制
し
て
い
る

と
信
じ
た
。
こ
れ
こ
そ
「
平
準
書
」
、
「
食
貨
志
」
と
「
過
秦
論
」
に
言
、
っ
「
約
法
省
禁
（
刑
〉
」
の
実
質
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
央
政
府

の
法
律
が
存
在
す
る
以
上
、
実
際
の
案
件
で
は
、
法
律
と
民
間
秩
序
を
区
別
す
る
基
準
は
な
い
の
で
、
そ
の
矛
盾
は
や
は
り
う
ま
く
解
消

さ
れ
な
か
っ
た
。

4
、
お
も
な
経
済
に
関
す
る
政
策

漢
が
興
る
際
に
、
秦
末
の
暴
政
及
び
長
年
の
戦
争
の
せ
い
で
、
民
の
食
糧
が
な
く
、
人
が
相
い
食
む
ま
で
に
至
っ
た
。
国
家
財
政
が
困
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窮
す
る
だ
け
で
な
く
、
労
働
力
も
非
常
に
欠
乏
し
た
の
で
あ
る
。
『
史
記
』
の
「
平
準
書
」
の
始
め
に
は
、
以
上
の
経
済
崩
壊
の
情
況
を

（
部
）

述
べ
た
後
に
、
漢
の
対
策
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

是
に
於
い
て
秦
銭
重
く
し
て
用
い
難
し
と
為
し
、
更
に
民
を
し
て
銭
を
鋳
せ
し
め
、
一
黄
ご
と
に
金
一
斤
。
：
・
（
中
略
〉
：
・
天
下
己

に
平
ら
、
ぎ
、
高
祖
乃
ち
買
人
を
し
て
統
を
衣
、
車
に
乗
る
を
得
ざ
ら
し
め
、
租
税
を
重
く
し
て
以
て
之
を
困
辱
す
。
孝
恵
、
高
后
の

時
、
天
下
初
め
て
定
ま
る
が
為
に
、
復
た
商
買
の
律
を
弛
く
す
。
然
れ
ど
も
市
井
の
子
孫
ま
た
仕
宣
し
て
吏
と
為
る
を
得
、
ず
。
吏
の

時
を
量
り
、
官
の
用
を
度
り
、
以
て
民
に
賦
す
。
而
し
て
山
川
園
池
市
井
租
税
の
入
、
天
子
自
り
以
て
封
君
の
湯
川
内
口
巴
に
至
る
ま
で
、

皆
各
々
私
の
奉
養
と
為
し
、
天
下
の
経
費
に
領
、
せ
ず
。

要
約
す
れ
ば
、
ま
ず
、
民
間
で
は
個
人
が
貨
幣
を
鋳
造
す
る
こ
と
を
許
可
し
た
。
次
に
、
商
業
行
為
の
存
在
を
認
め
た
が
、
商
人
の
賛

沢
な
行
為
を
禁
じ
、
高
い
租
税
を
徴
収
し
、
及
び
仕
途
を
断
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
商
業
の
社
会
に
対
す
る
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
を
な
く
そ

う
と
し
た
。
ま
た
、
「
山
川
園
地
市
井
」
の
租
税
を
国
家
財
政
に
入
れ
ず
に
、
天
子
、
地
方
の
諸
侯
、
及
び
ほ
か
の
勢
力
の
私
的
な
財
産

と
し
た
。

も
っ
と
も
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
貨
幣
の
鋳
造
、
山
川
園
地
の
経
営
な
ど
を
行
う
人
々
と
は
、
絶
対
に
一
般
民
で
は
な
か
っ
た
。
し
か

も
租
税
の
利
も
権
力
者
の
私
有
財
産
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
商
業
は
一
言
、
つ
ま
で
も
な
く
、
社
会
全
体
の
経
済
レ
ベ
ル
を
高
め
る
こ

と
が
で
き
る
。
一
方
、
一
般
農
民
の
利
益
が
奪
わ
れ
る
恐
れ
も
あ
る
の
で
、
国
家
は
適
当
な
制
限
と
調
節
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ

が
、
漢
初
の
統
治
者
た
ち
は
主
に
商
人
の
社
会
的
地
位
だ
け
を
制
限
し
よ
う
と
し
た
。
高
い
租
税
を
徴
収
す
る
こ
と
は
確
か
に
社
会
の
経

済
に
対
し
て
の
一
つ
の
調
節
の
方
法
で
は
あ
る
が
、
結
局
、
そ
れ
は
権
力
者
の
私
有
財
産
に
な
り
、
一
般
民
が
商
業
行
為
か
ら
得
た
利
益

は
や
は
り
少
な
か
っ
た
。
表
面
か
ら
み
れ
ば
、
秦
朝
が
実
行
し
た
国
家
商
業
政
策
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
た
が
、
一
般
民
に
と
っ
て
は
、

必
ず
し
も
有
利
な
も
の
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

一
般
民
に
対
し
て
直
接
に
恩
恵
が
及
ん
だ
の
は
、
所
謂
「
薄
賦
」
と
い
う
農
業
政
策
で
あ
る
。
漢
代
で
は
農
民
が
田
租
、
人
頭
税
、

更
賦
、
兵
役
、
揺
役
な
ど
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
『
漢
書
』
の
「
食
貨
士
山
」
は
前
に
引
用
し
た
『
史
記
』
の
「
平
準
書
」

を
踏
ま
え
、
漢
初
の
経
済
政
策
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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上
は
是
こ
に
於
い
て
法
を
約
し
禁
を
省
き
、
田
租
を
軽
く
し
て
、
什
五
に
し
て
一
を
税
す
。
吏
時
を
量
り
、
官
用
を
度
り
、
以
て
民

に
賦
す
。
而
し
て
山
川
園
池
市
障
租
税
の
入
は
、
天
子
よ
り
以
て
封
君
湯
川
作
邑
に
至
る
ま
で
、
皆
各
々
私
の
奉
養
と
為
し
、
天
子
の

経
費
に
額
せ
ず
。

二
つ
の
丈
は
だ
い
た
い
同
じ
で
あ
る
が
、
「
食
貨
志
」
で
は
高
祖
の
際
、
田
租
を
軽
減
し
、
十
五
分
の
一
の
み
徴
収
す
る
こ
と
に
な
っ

（必）

た
と
す
る
。
丈
帝
の
際
に
至
り
、
三
十
分
の
一
の
税
率
に
定
ま
っ
た
。
田
租
を
軽
減
す
る
こ
と
に
は
如
何
な
る
意
味
が
含
ま
れ
る
の
か
。

ま
ず
、
田
租
の
性
質
を
考
え
よ
う
。
「
食
貨
士
山
」
は
「
平
準
書
」
を
踏
ま
え
、
「
軽
田
租
、
什
五
而
税
一
」
の
言
葉
を
補
っ
た
。
そ
し
て
、
「
食

貨
志
」
の
丈
に
よ
れ
ば
、
田
租
と
「
山
川
園
池
市
障
租
税
」
と
い
う
二
つ
の
税
が
新
た
に
見
え
て
い
る
。
「
山
川
園
池
市
鼎
租
税
」
は
商

業
租
税
と
し
て
、
天
子
、
諸
侯
、
列
候
の
私
的
な
財
産
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
田
租
は
国
家
財
産
あ
る
い
は
皇
帝
の
私
的
な
財
産

（
あ
る
い
は
帝
室
財
政
〉
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
好
並
隆
司
氏
は
『
秦
漢
帝
国
史
研
究
』
に
お
い
て
、
人
頭
税
、
田
租
が
共
に
国
家
財

政
で
あ
る
と
い
う
加
藤
繁
氏
以
来
の
定
説
を
批
判
し
て
い
る
。
詳
し
い
考
証
に
よ
っ
て
、
人
頭
税
は
「
編
戸
斉
民
」
に
基
づ
い
て
徴
収
す

る
国
家
財
政
で
あ
る
が
、
「
田
租
」
は
帝
室
財
政
の
収
入
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
漢
以
前
に
は
人
頭
税
が
賦
税
の
中
で
高
い
比
率
を
占
め
、

「
田
租
」
は
主
に
王
室
に
よ
る
支
配
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
漢
の
初
期
も
こ
れ
を
踏
襲
し
て
い
た
可
能
性
が
高
く
、

し
た
が
っ
て
好
並
氏
の
説
が
よ
り
妥
当
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
前
の
商
業
租
税
を
合
わ
せ
考
え
て
み
る
と
、

皇
帝
あ
る
い
は
統
治
者
、
商
人
、
諸
侯
玉
、
豪
傑
な
ど
在
地
勢
力
、
及
び
一
般
農
民
の
聞
に
は
次
の
よ
う
な
関
係
が
存
在
す
る
こ
と
に
な

る
。
皇
帝
は
編
戸
斉
民
に
よ
っ
て
一
般
民
か
ら
人
頭
税
、
更
賦
、
兵
役
、
径
役
な
ど
を
徴
収
し
、
国
家
財
政
に
納
入
し
た
。
一
方
、
皇

帝
は
在
地
勢
力
を
放
任
し
て
〈
無
矯
而
治
〉
、
「
山
川
園
池
市
鼎
租
税
」
な
ど
の
税
金
は
全
て
皇
室
、
及
び
在
地
勢
力
の
私
的
な
財
産
と
な
っ

た
。
す
る
と
、
一
般
民
の
利
益
は
放
任
さ
れ
た
在
地
勢
力
に
奪
わ
れ
て
し
ま
い
、
彼
ら
は
山
津
の
利
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
だ
け
で
な
く
、

国
家
財
政
も
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
苦
し
い
状
態
に
な
っ
た
場
合
は
、
皇
帝
が
「
田
租
」
を
軽
減
す
る
と
い
う

「
薄
賦
」
の
政
策
を
行
い
、
所
謂
恩
恵
を
施
し
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
、
漢
初
で
は
秦
制
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、
所
謂
「
無
矯
」
の
政
策
を
如
何
に
実
行
し
た
か
を
簡
単
に
説
明
し
て
き
た
。
こ
の

部
分
で
論
じ
た
漢
初
の
政
策
の
出
発
点
は
中
央
統
治
の
維
持
、
及
び
地
方
秩
序
と
の
衝
突
を
緩
和
す
る
こ
と
に
あ
る
。

，
一
マ
ヲ
－

J

、

J
ノ
ナ
／

T
L
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の
政
策
は
主
に
勢
力
者
〈
権
家
、
地
方
秩
序
の
主
導
者
）
に
対
し
、
あ
る
程
度
は
無
制
限
な
も
の
で
あ
り
、
一
元
的
な
支
配
を
支
え
る
法

制
と
の
融
合
は
進
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
王
国
の
分
封
を
通
し
て
地
方
の
秩
序
を
認
め
た
が
、
郡
国
並
行
の
せ
い
で
、
中
央
の
法

制
と
は
や
は
り
隔
た
っ
て
い
た
。
ま
た
、
有
功
者
が
間
中
に
居
住
す
る
場
合
は
、
里
に
帰
る
よ
り
、
も
っ
と
優
待
さ
れ
る
。
そ
れ
は
漢
の

統
治
者
が
地
方
勢
力
を
警
戒
す
る
心
を
持
っ
て
い
た
か
ら
と
も
言
え
る
。
「
約
法
」
の
政
策
も
、
本
丈
の
「
は
じ
め
に
」
に
挙
げ
た
『
准

南
子
』
の
主
張
と
は
異
な
り
、
法
律
を
き
ち
ん
と
守
ら
ず
、
悪
事
を
容
認
す
る
も
の
で
あ
る
。
賦
税
を
軽
減
し
た
が
、
「
田
租
」
が
皇
帝

あ
る
い
は
皇
室
の
私
的
な
財
産
な
の
で
、
そ
の
恩
の
出
発
点
は
や
は
り
私
的
立
場
で
あ
り
、
法
制
に
よ
る
公
的
な
要
請
を
欠
い
た
面
も
現

れ
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。

四

「
無
痛
而
治
」
よ
り
起
こ
っ
た
社
会
問
題

漢
は
秦
法
を
承
け
な
が
ら
、
中
央
と
地
方
、
法
的
一
元
支
配
と
俗
に
よ
る
民
間
秩
序
と
を
緩
和
す
る
た
め
、
法
の
執
行
を
省
き
、
姦
邪

を
容
認
し
た
。
景
帝
が
七
国
の
乱
を
平
定
し
、
「
削
藩
令
」
を
実
行
し
て
以
後
、
諸
侯
た
ち
の
皇
位
へ
の
脅
威
が
弱
ま
っ
た
。
ま
た
、
民

に
休
息
を
与
え
、
一
般
民
の
飢
え
は
減
少
し
、
国
家
の
府
庫
も
充
実
し
た
。
し
か
し
、
前
節
の
分
析
か
ら
見
れ
ば
、
「
無
矯
」
の
政
策
は

た
だ
民
間
秩
序
の
放
任
に
止
ま
る
も
の
で
、
法
制
に
よ
る
制
限
を
欠
い
て
い
る
所
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
社
会
問
題
が
起

こ
る
の
を
免
れ
な
か
っ
た
。

ま
ず
、
諸
侯
王
国
で
は
、
宮
廷
の
儀
式
制
度
が
ほ
と
ん
ど
天
子
と
同
じ
で
あ
っ
た
、
所
謂
「
一
に
漢
法
を
用
い
、
諸
侯
王
に
事
う
る
は
、

乃
ち
皇
帝
に
事
う
る
な
り
乙
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
諸
侯
王
を
尊
ぶ
た
め
に
、
天
子
を
尊
ぶ
た
め
の
中
央
政
府
の
そ
れ
と
同
様
の
法
を
行
い
、

中
央
と
地
方
の
支
配
関
係
を
表
現
す
る
法
は
あ
ま
り
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
王
国
は
名
義
上
で
は
中
央
に
属
し
て
い
た
が
、
制

限
を
欠
い
て
い
た
の
で
、
ま
っ
た
く
独
立
国
家
の
観
を
呈
し
て
い
た
。
諸
侯
王
国
に
は
、
法
が
行
わ
れ
ず
、
恋
意
的
に
人
に
爵
位
を
授
け
、

（叫
）

死
罪
を
赦
免
し
、
倣
慢
で
放
縦
な
生
活
が
送
ら
れ
て
い
た
。
景
帝
の
弟
の
梁
孝
王
が
ま
だ
生
き
て
い
た
時
、
財
宝
は
巨
万
で
数
え
ら
れ
な

か
っ
た
。
没
す
る
に
及
ん
で
も
、
黄
金
だ
け
で
な
お
四
十
万
斤
余
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
巨
大
な
財
産
は
中
央
府
庫
に
比
べ
て
も
見
劣
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り
が
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
賛
沢
な
生
活
は
丈
帝
な
ど
の
天
子
の
節
倹
と
鮮
明
な
対
照
を
な
し
て
い
る
。
ま
た
、
諸
侯
王
自

身
の
放
縦
の
ほ
か
に
、
も
っ
と
も
注
意
す
べ
き
は
、
中
央
政
府
が
直
接
支
配
す
る
十
五
郡
は
三
河
、
束
郡
、
頼
川
、
南
陽
、
江
陵
、
萄
、

云
中
な
ど
秦
の
郡
県
制
が
徹
底
的
に
施
行
さ
れ
た
地
域
で
あ
り
、
山
東
及
び
南
方
の
地
は
尽
く
諸
侯
王
国
の
勢
力
範
囲
と
な
っ
た
こ
と
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
地
方
で
は
地
方
の
秩
序
と
中
央
の
二
冗
支
配
制
度
の
対
立
が
や
は
り
存
在
し
て
い
た
。
呉
王
劉
湧
に
つ
い
て
の
記
録
か

ら
、
よ
り
詳
し
く
王
国
の
統
治
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
噌
「
山
海
の
利
」
を
営
む
呉
王
は
賦
税
を
免
除
し
、
漢
法
に
違
反
し
た
人
を

招
き
、
所
謂
民
を
慰
め
る
こ
と
を
行
っ
た
。
確
か
に
、
呉
国
の
民
は
こ
れ
に
よ
っ
て
恵
ま
れ
た
。
だ
が
、
「
山
海
の
利
」
を
生
産
す
る
人
々

は
漢
法
に
従
わ
な
い
亡
命
の
徒
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
、
劉
淳
だ
け
で
な
く
、
高
祖
の
少
子
、
准
南
王
劉
長
も
同
様
の
こ
と
を
し
た
。
「
乃

陰
緊
徒
黛
及
謀
反
者
、
厚
養
亡
命
」
〈
『
史
記
』
准
南
衡
山
列
惇
〉
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
行
為
は
朝
廷
の
法
律
を
守
ら
ず
、

各
自
の
勢
力
を
育
て
、
反
逆
を
図
ろ
う
と
す
る
証
拠
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
中
央
の
統
治
者
た
ち
に
と
っ
て
危
険
な
も
の
で
あ

る
。
景
帝
の
時
、
呉
王
劉
湧
を
は
じ
め
、
七
国
が
連
合
し
て
謀
反
す
る
事
件
が
起
こ
っ
た
。
そ
れ
は
諸
王
国
と
中
央
政
府
と
の
聞
に
長
く

続
い
た
矛
盾
の
爆
発
と
も
い
え
る
。

ま
た
、
一
般
の
民
に
と
っ
て
は
、
諸
侯
王
か
ら
帝
位
へ
の
脅
威
、
お
よ
び
権
力
の
争
奪
な
ど
よ
り
も
、
は
る
か
に
深
刻
な
社
会
問
題
が

存
在
し
た
。
劉
湯
、
劉
長
な
ど
の
諸
侯
王
が
招
い
た
人
々
や
有
罪
者
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
身
分
で
あ
っ
た
か
は
、
簡
単
に
判
断
で
き

な
い
が
、
遊
侠
の
よ
う
に
国
家
の
法
を
守
ら
な
い
一
方
で
、
地
方
秩
序
に
影
響
を
与
え
、
民
か
ら
一
定
の
承
認
を
受
け
た
人
間
で
あ
る
と

言
っ
て
も
間
違
い
で
は
あ
る
ま
い
。
と
こ
ろ
が
、
諸
侯
と
結
び
付
き
、
山
津
を
開
発
し
、
貨
幣
や
塩
鉄
な
ど
を
営
む
こ
と
に
従
事
す
る
う

ち
に
、
彼
ら
は
次
第
に
独
立
の
産
業
と
財
産
を
持
ち
、
一
般
民
と
の
距
離
は
い
っ
そ
う
離
れ
、
い
わ
ゆ
る
豪
民
と
な
っ
た
。
豪
民
と
は
地

方
で
官
職
が
な
く
、
財
力
を
持
ち
、
権
力
者
と
の
結
託
に
よ
っ
て
、
民
を
威
圧
し
、
土
地
の
併
呑
を
行
う
人
々
で
あ
る
。
豪
傑
、
遊
侠
以

外
に
、
豪
民
層
は
六
国
貴
族
、
秦
漢
以
来
の
軍
功
地
主
、
世
吏
雨
千
石
、
郷
里
大
族
、
富
商
大
買
な
ど
か
ら
形
成
さ
れ
て
い
た
叫
）
さ
ま
、
ざ

ま
な
身
分
か
ら
豪
民
と
な
っ
た
原
因
は
各
々
異
る
が
、
漢
初
の
中
間
階
層
に
対
す
る
放
任
政
策
の
背
景
に
は
、
権
力
と
結
ん
で
の
一
般
民

の
土
地
併
呑
と
い
う
共
通
の
現
象
が
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
商
業
を
営
ん
で
「
千
金
」
あ
る
い
は
「
巨
万
」
の
家
と
な
っ
た
富
商
大
買
も

例
外
で
は
な
い
。
彼
ら
は
法
に
触
れ
て
悪
事
を
働
く
こ
と
を
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
。
司
馬
遷
は
富
商
大
買
に
対
す
る
評
価
は
こ
れ
を
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的
確
に
示
し
て
い
る
。
富
商
大
買
は
政
治
的
権
力
を
有
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
の
で
、
自
分
の
財
産
を
保
つ
た
め
に
、
農
民
の
土
地
を

併
呑
し
、
新
た
な
大
地
主
と
な
っ
た
。
ま
た
土
地
を
併
呑
し
、
及
び
社
会
的
地
位
を
高
め
る
に
は
権
力
者
と
結
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
う
し
て
、
郡
、
県
、
郷
里
の
一
般
民
の
生
活
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
地
方
秩
序
を
握
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
一
般
民
は
苦
し

い
生
活
を
過
ご
す
し
か
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
土
地
を
失
っ
た
流
民
も
多
く
な
っ
た
。
丈
帝
の
時
期
で
さ
え
、
「
今
法
律
は
商
人
を
賎
し

（印）

む
も
、
商
人
は
己
に
富
貴
な
り
。
農
夫
を
尊
ぶ
も
、
農
夫
は
己
に
貧
賎
な
り
o
」
と
い
う
理
想
と
は
逆
の
情
況
に
陥
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

漢
初
で
は
、
諸
侯
王
を
封
じ
る
の
は
、
も
と
よ
り
血
縁
の
紐
帯
に
よ
っ
て
中
央
と
地
方
の
統
治
を
維
持
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

田
租
を
軽
減
し
、
商
人
の
地
位
を
抑
制
す
る
の
は
、
農
業
を
保
護
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
諸
侯
王
の
反
逆
無
道
、
及
び
新
た
な

豪
民
階
層
の
土
地
併
呑
の
問
題
は
「
丈
景
之
治
」
の
時
期
に
も
は
や
深
刻
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
施
行
さ
れ
た
結
果
は
政
策

の
出
発
点
か
ら
話
離
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
原
因
は
、
諸
侯
王
や
中
間
階
層
に
対
し
て
、
無
為
、
放
任
の
政
策
、
だ
け
を
行
な
い
、
地

方
の
秩
序
と
中
央
の
法
制
を
融
合
し
て
、
適
切
な
制
限
を
加
え
よ
う
と
し
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に
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通
説
で
は
漢
初
の
支
配
に
お
け
る
治
国
理
念
は
黄
老
道
で
あ
る
と
さ
れ
た
が
、
具
体
的
な
政
策
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
は
「
清
静
無
為
」

の
老
子
思
想
の
展
開
で
あ
る
と
言
え
る
。
「
黄
老
」
の
言
葉
が
最
初
に
見
え
る
の
は
曹
参
が
受
け
容
れ
た
蓋
公
の
主
張
に
お
い
て
で
あ
る
。

「
治
道
、
清
静
を
貴
び
て
民
自
ら
定
ま
る
o
」
と
い
う
思
想
は
道
法
折
衷
と
い
う
よ
り
、
も
つ
ば
ら
老
子
の
思
想
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
だ

ろ
う
。
ま
た
、
司
馬
遷
は
黄
老
道
を
実
践
し
、
優
れ
た
官
僚
と
さ
れ
た
汲
賠
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

賠
は
黄
老
の
言
を
随
一
千
び
、
官
を
治
め
て
民
を
理
め
、
清
静
を
好
み
、
丞
史
を
揮
び
て
之
に
任
す
。
其
の
治
は
、
大
指
を
責
む
の
み
に

し
て
、
小
を
苛
め
ず
。

「
清
静
」
を
好
み
、
小
さ
な
過
失
を
責
め
な
い
の
は
第
三
節
の
「
約
法
」
に
対
す
る
解
釈
と
一
致
し
、
実
際
に
老
子
の
思
想
を
施
行
す

る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
本
論
文
の
最
初
に
挙
げ
た
斎
木
氏
の
見
解
と
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
斎
木
氏
は
実
際
に
施
行
さ
れ
た
治
国
理



念
と
単
な
る
学
術
と
し
て
の
政
治
思
想
と
を
区
別
し
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
道
法
折
衷
の
意
味
で
あ
る
「
黄
老
」
と
、
老
子
の
思
想
を

再
述
す
る
「
黄
老
」
と
の
聞
に
存
す
る
暖
昧
さ
を
説
明
で
き
な
か
っ
た
。
私
が
思
う
に
、
道
法
折
衷
の
黄
老
道
と
は
、
思
想
、
理
論
の
方

面
か
ら
の
刑
名
法
術
と
道
家
思
想
と
の
融
合
で
あ
り
、
当
時
の
実
際
の
国
家
支
配
理
念
で
は
な
い
。
『
史
記
』
が
老
子
、
荘
子
、
申
子
、

韓
非
子
を
同
じ
列
伝
に
並
べ
、
さ
ら
に
韓
非
が
「
喜
刑
名
法
術
之
向
学
、
而
其
蹄
本
於
黄
老
o
」
〈
『
史
記
』
老
荘
申
韓
列
伝
〉
と
述
べ
る
の
は
、

道
法
思
想
の
融
合
と
い
う
司
馬
遷
の
考
え
に
よ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
漢
初
で
は
秦
の
法
制
を
承
け
、
大
幅
に
は
変
更
し
な
か
っ
た
以

上
、
道
法
折
衷
、
道
法
の
融
合
を
実
現
で
き
な
か
っ
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
西
川
靖
二
氏
が
説
い
た
よ
う
に
、
道
家
あ
る
い
は
老

子
の
「
清
静
無
為
」
と
い
う
理
念
は
、
法
制
に
基
づ
く
一
元
的
な
支
配
と
民
間
秩
序
の
衝
突
を
緩
和
す
る
た
め
に
利
用
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
第
三
節
の
考
察
に
よ
れ
ば
、
諸
侯
王
の
分
封
、
賦
税
の
軽
減
、
中
間
階
層
に
対
す
る
無
為
放
任
な
ど
の
政
策
は
、
法
制
と
並
存
し
て
、

実
行
さ
れ
た
。
し
か
し
、
法
制
と
無
為
と
の
並
存
は
た
だ
二
つ
の
秩
序
を
両
端
に
置
き
、
そ
の
衝
突
が
発
生
す
る
時
期
を
一
時
的
に
延
期

し
た
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。
「
丈
景
之
治
」
と
呼
ば
れ
る
時
代
で
も
、
諸
侯
王
の
反
逆
、
新
た
な
豪
族
階
層
の
勃
興
、
土
地
併
呑
な
ど
の

不
法
な
事
件
が
絶
え
間
な
く
起
こ
り
、
大
き
な
社
会
問
題
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
黄
老
道
の
衰
え
は
想
見
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に

比
べ
、
秦
か
ら
承
け
た
法
制
は
中
央
集
権
の
進
行
に
役
立
つ
だ
け
で
な
く
、
一
定
の
正
当
性
も
含
ん
で
い
る
の
で
、
後
代
に
ま
で
引
き
続

い
て
施
行
さ
れ
た
の
も
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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〔注〕
（1
）
例
え
ば
、
金
春
峰
氏
は

「漢
代
思
想
史
」
（
北
京
、
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
一
九
八
七
）
の
緒
論
の
第
六
節
で
、
「
黄
老
刑
名
（
法
）
日
疋
一
個
思

想
体
系
」
（
黄
老
刑
名
（
法
）
は
一
個
の
思
想
体
系
で
あ
る
）
と
論
じ
て
い
る
。
徐
復
観
氏
は

「准
南
子
』
の
研
究
を
通
し
、

「主
術
訓
』
の
思
想
が

法
家
の
法
の
「
威
脅
性
」
を
除
去
し
、
「
僅
注
重
法
的
客
観
性
以
客
制
慨
性
代
替
統
治
者
的
主
制
慨
音

｛
貰
上
有
其
｛
貰
現
可
能

O

」
（
法
の
客
観
性
の
み
を
重
ん
じ
、
客
観
性
を
も
っ
て
統
治
者
の
主
観
意
志
に
代
え
る
も
の
で
、
ご
れ
に
よ
っ
て
、
「
無
矯
而

無
不
矯
」
の
政
治
思
想
を
現
実
に
実
現
す
る
ご
と
が
可
能
に
な
る
o
）
と
説
く
（
「両
漢
思
想
史
（
二
）
』
（
上
海
、
華
束
師
範
大
学
出
版
社
、
二
C
C
ご

一
五
五
頁
）
o

ま
た
、
浅
野
裕
一
氏
も
秦
法
を
君
主
の
音
ω
図
を
実
現
す
べ
き
誘
導
技
術
に
過
、
ぎ
な
い
も
の
と
見
な
し
、
自
然
法
に
従
う
黄
老
道
の
法



治
は
君
主
の
意
志
を
超
え
た
客
観
的
基
準
で
あ
る
と
論
じ
た
（
「黄
老
道
の
成
立
と
展
開
』
（
東
京
、
創
文
社
、

（2
）
私
志
不
得
入
公
道
、
暗
欲
不
得
柾
正
術
、
循
理
而
翠
事
、
因
資
以
立
功
（
〔
清
〕
何
寧

「准
南
子
集
釈
』
（
北
京
、
中
華
書
局
、
一
九
九
八
）
修
務
訓
）

0

（3
）
西
川
靖
二
「
漢
初
に
お
け
る
黄
老
思
想
の
一
側
面
」
（
「東
方
学
』
、
第
六
十
二
輯
、
一
九
八
ご
二
六
1
三
九
頁

（4
）
斎
木
哲
郎
「
黄
老
思
想
の
再
検
討
｜
｜
漢
の
高
祖
集
団
と
老
子
の
関
係
を
中
心
と
し
て
」
（
東
方
宗
教
、
臼
号
、

（5
）
〔
漢
〕
班
固

「漢
童
旦
（
北
京
、
中
華
書
局
、

一
九
九
二
）
一
二
三
八
頁
）

0

一
九
八
三
）

一九
1
三
六
百
八
。

一
九
八
三
）

6
）
〔
漢
〕
司
馬
遷

「史
記
』
（
北
京
、
中
華
書
局
、

一
九
八
二
）

（7
）
凡
吾
所
以
来
、
鴬
父
老
除
害
、
非
有
所
侵
暴
、
無
恐
o

（「史
記
』
高
祖
本
紀
）

（8
）
漢
二
年
、
漢
王
輿
諸
侯
撃
楚
、
何
守
関
中
、
侍
太
子
、
治
機
陽
。
為
令
約
束
、
立
宗
廟
、
社
稜
、
｛
呂
室
、
肝
脚
色
、
靴
奏
、
上
可
許
以
従
事
。
（
「史
記
』

粛
相
国
世
家
）

（9
）
広
瀬
薫
雄

「秦
漢
律
令
研
究
』
（
東
京
、
汲
古
書
院
、
二
O
一
O
）
六
O
頁、

一
四
二
頁
。

（
日
）
高
敏
「
漢
初
法
律
系
全
部
継
承
秦
律
説
」
（
「秦
漢
史
論
集
』
第
六
輯
、
南
昌
、
江
西
教
育
出
版
社
、

一
九
九
四
）

一
六
七
l
一
七
七
頁
。
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（
叩
）
閏
暁
君
「
漢
初
的
刑
罰
健
系
」
（
法
律
科
学
、
二

C
C
六
年
第
四
期
）

一六
0
1
一
六
八
頁
。

（ロ）

「漢
書
』
の
「
刑
法
志
」
に
は
丞
相
張
倉
、
御
史
大
夫
鳴
敬
言
が
肉
刑
を
廃
止
す
る
た
め
の
上
奏
を
記
し
て
い
る
。

（
日
）
外
有
軽
刑
之
名
、
内
賓
殺
人
。
斬
右
止
者
又
嘗
死
。
斬
左
止
者
答
五
百
、
嘗
劇
者
答
三
百
、
率
多
死
。
（
向
上
）

（
日
）
徒
天
下
豪
富
於
鹸
陽
十
二
高
。
諸
廟
及
章
蓋
、
上
林
皆
在
清
南
。
秦
毎
破
諸
侯
、
官
伺
放
其
｛
呂
室
、
作
之
鹸
陽
北
阪
上
南
臨
潤
。
（
「史
記
』
秦
始
皇

本
紀
）

（
日
）
徒
藤
丹
、
楚
大
族
昭
氏
、
屈
氏
、
景
氏
、
懐
氏
、
田
氏
五
姓
闘
中
、
輿
利
回
宅
o

（「漢
書
』
高
帝
紀
）

（
日
）
西
嶋
定
生
氏
は

「中
国
古
代
国
家
の
形
成
と
構
造
｜
｜
一
一
十
等
爵
制
の
研
究
｜
』
（
東
京
、
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
六
二
に
お
い
て
浜
口
重
国

氏
と
増
淵
氏
の
批
判
を
受
け
て
、
家
内
隷
属
よ
り
小
作
人
の
現
象
が
よ
り
普
遍
的
で
あ
る
ご
と
を
認
め
て
い
る
が
、
皇
帝
は
一
般
民
に
広
く
爵
を
授

与
し
、
郡
県
制
と
郷
里
の
秩
序
と
を
融
合
さ
せ
、
民
の
個
別
人
身
支
配
を
実
現
し
た
と
主
張
し
て
い
る
。

（
げ
）
骨
回
此
時
、
諸
郡
際
苦
秦
吏
者
、
皆
刑
其
長
吏
、
殺
之
以
藤
陳
渉
。
（
「史
記
』
陳
渉
世
家
）



一
九
九
O
）
を
参
照
。

（
ω二
竿
｛
疋
愛
法
之
令
、
令
民
為
什
伍
、
而
相
牧
司
連
坐
、
不
告
姦
者
腰
斬
、
告
姦
者
輿
斬
敵
首
同
賞
、
匿
姦
者
輿
降
敵
同
罰
o

（「史
記
』
商
君
君
列
伝
）

（
凶
）
本
文
は

「睡
虎
地
秦
墓
竹
筒
』
（
睡
虎
地
秦
墓
竹
筒
整
理
小
組
編
、
文
物
出
版
社
、

（
却
）
甲
盗
、
静
値
千
銭
。
乙
知
其
盗
、
受
分
賊
不
盈
一
銭
。
問
、
乙
何
論
。
同
論
。
甲
盗
銭
以
買
付
師
、
寄
乙
、
乙
受
、
弗
知
盗
、
乙
論
何
也
。
母
論
。
（
「睡

虎
地
秦
墓
竹
筒
』
法
律
答
問
）

（
幻
）
堀
毅
「
秦
漢
時
代
に
お
け
る
法
の
儒
教
化
」
（
「中
央
学
院
大
学
法
学
論
叢
』
、
白
巻
第
1
・
2
号
、
二
O
二

一
1
三
十
七
頁
。

（
辺
）
行
之
十
年
、
秦
民
大
説
。
道
不
拾
遣
、
山
無
盗
賊
、
家
給
人
足
。
民
勇
於
公
戦
、
怯
於
私
門
、
郷
口
巴
大
治
。
（
「史
記
』
商
君
列
伝
）

（
お
）
好
邪
並
生
、
緒
衣
塞
路
、
国
国
成
市
、
天
下
愁
怨
、
潰
而
叛
之
o
」（
「漢
書
』
刑
法
志
）

（
叫
）
廿
年
四
月
丙
戊
朔
丁
亥
、
南
郡
守
騰
、
謂
際
道
畜
夫
、
士
口
者
民
各
有
郷
俗
、
其
所
利
及
好
悪
不
問
、
或
不
便
於
民
、
宝
口
於
邦
、
是
以
聖
王
作
為
法
度
、

以
矯
端
民
心
、
去
其
邪
避
（
僻
）
、
除
其
悪
俗
。
凡
法
律
令
者
、
以
教
道
（
導
）
民
、
去
基
淫
避
（
僻
）
、
除
其
悪
俗
、
而
使
之
之
於
為
釜
口
（
也
）

0

（「睡

虎
地
秦
墓
竹
筒
』
語
書
）

（
お
）
増
淵
龍
夫
「
漢
代
に
お
け
る
民
間
秩
序
の
構
造
と
任
侠
の
習
俗
」
（
「
一
橋
論
叢
』
、
お
巻
第
5
号
一
九
五
ご
七
七
1
一

七
頁
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（
お
）
今
法
律
令
己
具
ム
矢
、
市
吏
民
莫
用
、
郷
俗
淫
失
（
決
）
之
民
不
止
、
是
即
法
（
駿
）
主
之
明
法
（
也
）
o

而
長
邪
避
（
僻
）
淫
失
（
決
）
之
民
、
甚

害
於
邦
、
不
便
於
民
。
故
騰
脅
疋
而
修
法
律
令
、
田
令
及
為
閑
私
方
而
下
之
、
令
吏
明
布
、
令
吏
民
皆
明
智
（
知
）
之
、
母
巨
（
岨
）
於
罪
。
今
法

律
令
己
布
、
開
吏
民
犯
法
鴬
閑
私
者
不
止
、
私
好
郷
俗
之
心
不
変
、
白
従
令
、
丞
以
下
智
（
知
）
而
弗
翠
論
、
日
疋
即
明
避
主
之
明
法
也
、
而
養
匿
邪

避
（
僻
）
之
民
o

（「睡
虎
地
秦
墓
竹
筒
』
語
書
）

（
幻
）
町
田
三
郎
氏
は
ご
と
で
非
難
さ
れ
て
い
る
人
々
の
「
主
体
は
、
秦
的
体
制
に
不
平
不
満
を
も
っ
恐
ら
く
ご
う
し
た
い
わ
ば
数
多
く
の
マ
イ
ナ
ー
の

儒
生
た
ち
で
も
あ
っ
た
ろ
う
」
と
述
べ
る
（
「秦
漢
思
想
史
の
研
究
』
（
東
京
、
創
文
社
、
一
九
八
五
）
八
十
四
頁
）

0

（
お
）
凡
所
第
貴
有
天
下
者
、
得
時
砕
意
極
欲
、
主
重
明
法
、
下
不
敢
鴬
非
、
以
制
御
海
内
失
o
」（
「史
記
』
始
皇
帝
本
紀
）

（m
U
）
秦
擦
勢
勝
之
地
、
岡
町
狙
詐
之
兵
、
意
食
山
束
、
一
切
取
勝
。
因
衿
其
所
習
、
自
任
私
知
、
柵
笑
三
代
、
蕩
滅
古
法
、
鶏
自
天
下
初
定
、
骨
肉
同
姓
少
、

故
贋
強
庶
輩
、
以
鎮
撫
四
海
、
用
承
衛
天
子
也
o

（「史
記
』
漢
興
以
来
諸
侯
王
年
表
）

（
却
）
競
鴬
皇
帝
、
而
子
弟
矯
匹
夫
、
内
亡
骨
肉
本
根
之
輔
、
外
亡
尺
土
藩
翼
之
衛
o

（「漢
書
』
諸
侯
王
表
第
二
）



（
訂
）
例
え
ば
、

「史
記
』
の
「
五
宗
世
家
」
に
は
漢
初
諸
侯
の
持
つ
権
力
に
つ
い
て
の
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
「
高
祖
時
諸
侯
皆
賦
、
得
白
除
内

史
以
下
、
漢
濁
鴬
置
丞
相
、
黄
金
印
。
諸
侯
自
除
禦
史
、
廷
尉
正
、
博
士
、
擬
於
天
子
。
」

（
明
記
）
及
為
禦
史
大
夫
司
空
、
輿
丞
相
方
進
共
奏
言
、
「
往
者
諸
侯
王
断
獄
治
政
、
内
史
典
獄
事
、
相
線
綱
紀
輔
玉
、
中
尉
備
盗
賊
・
」
（
「漢
書
』
何
武
王

嘉
師
丹
伝
）

（
お
）
夏
五
月
、
兵
皆
罷
蹄
家
。
詔
日
「
諸
侯
子
在
闘
中
者
、
復
之
十
二
歳
、
其
蹄
者
半
之
。
民
前
或
相
取
県
保
山
淳
、
不
書
名
数
。
今
天
下
己
定
、

A
P
各

蹄
其
牒
、
復
故
爵
田
宅
、
吏
以
文
法
教
訓
緋
告
、
勿
答
辱
。
民
以
飢
餓
自
責
矯
人
奴
抽
宰
旬
、
山
首
免
鴬
庶
人
。
軍
吏
卒
舎
赦
、
其
亡
罪
而
亡
爵
及
不
満

大
夫
者
、
皆
賜
爵
矯
大
夫
。
故
大
夫
以
上
賜
爵
各
一
級
、
其
七
大
夫
以
上
、
皆
令
食
口
巴
o

非
七
大
夫
以
下
、
皆
復
其
身
及
戸
、
勿
事
。
（
「漢
書
』
高

帝
紀
）

（
氾
）
参
蓋
召
長
老
諸
生
、
問
所
以
安
集
百
姓
、
如
斉
故
［
俗
］
諸
儒
以
百
数
、
言
人
人
殊
、
参
未
知
所
定
。
（
「史
記
』
曹
相
国
世
家
）

（
お
）
約
法
省
刑
、
以
持
其
後
、
使
天
下
之
人
皆
得
白
新
、
更
節
修
行
、
各
慎
其
身
。
（
「史
記
』
秦
始
皇
帝
本
紀
に
付
さ
れ
る
買
誼
の
「
過
秦
論
」
）

人
｛
玄
附
川
容
也
o

吾
日
疋
以
先
之
o
」（
「史
記
』
曹
相
国
世
家
）
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（
お
）
属
其
後
相
目
、
「
以
斉
獄
市
鴬
寄
、
慎
勿
擾
也
o
」
後
相
目
、
「
治
無
大
於
此
者
乎
o
」
参
目
、
「
不
然
。
夫
獄
市
者
、
所
以
並
容
也
、
今
君
擾
之
、
姦

（
幻
）
孝
恵
、
高
后
時
、
百
姓
新
免
毒
華
、
人
欲
長
幼
養
老
。
請
、
曹
為
相
、
填
以
無
第
、
従
民
之
欲
而
不
擾
乱
、
是
以
衣
食
滋
殖
、
刑
罰
用
稀
。
（
「漢
書
』

刑
法
志
）

お
）
於
是
矯
秦
銭
重
難
用
、
更
令
民
鋳
銭
、

一
黄
金
一
斤

0

・
：
（
中
略
）
天
下
己
平
、
高
祖
乃
令
買
人
不
得
衣
総
乗
車
、
重
租
税
以
困
辱
之
。
孝
恵
、

高
后
時
、
為
天
下
初
定
、
復
弛
商
買
之
律
。
然
市
井
之
子
孫
亦
不
得
仕
｛
臣
為
吏
。
量
吏
称
、
度
官
用
、
以
賦
於
民
。
而
山
川
園
池
市
井
租
税
之
入
、

白
天
子
以
至
於
封
君
湯
沫
口
巴
、
皆
各
矯
私
奉
養
罵
、
不
領
於
天
下
之
経
費
o

（「史
記
』
平
準
書
）

（
お
）
上
於
是
約
法
省
禁
、
軽
田
租
、
什
五
而
税
一
。
量
吏
称
、
度
官
用
、
以
賦
於
民
。
而
山
川
園
池
市
慰
租
税
之
入
、
白
天
子
以
至
封
君
湯
泳
口
巴
、
皆

各
矯
私
奉
養
、
不
領
於
天
子
之
経
費
。
（
「漢
書
』
食
貨
志
）

（
川
叩
）
復
従
其
（
晃
錯
）
言
、
乃
下
詔
賜
民
十
二
年
租
税
之
半
。
明
年
、
遂
除
民
団
之
租
税
後
十
三
歳
、
孝
景
二
年
、
令
民
半
出
田
租
、
三
十
而
税
一
也
。

「漢
書
』
食
貨
志
）



（
引
）
好
並
隆
司

「牧
奪
機
構
的
二
重
性
』
（
「秦
漢
帝
国
史
研
究
』
東
京
、
未
来
社
、

一
九
七
八
）

一
六
二

1
一七
O
頁。

（位）

「漢
書
』
の
「
景
帝
紀
」
に
府
庫
の
充
実
を
詳
し
く
記
し
て
い
る
。
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一
用
漢
法
事
諸
侯
玉
、
乃
事
皇
帝
也
。
〔
漢
〕
買
誼

「新
書
校
注
』
（
北
京
、
中
華
書
局
、
二
C
C
C
）
等
斉
）

（
叫
）
若
此
諸
玉
、
難
名
鴬
臣
、
賓
皆
有
布
衣
昆
弟
之
心
、
慮
亡
壬
帝
制
而
天
子
白
為
者
。
檀
爵
、
－
赦
死
罪
、
甚
者
或
戴
責
屋
－
漢
法
令
非
行
也
孝
王
未

死
時
、
財
以
巨
寓
計
、
不
可
勝
数
。
及
死
、
裁
府
絵
黄
金
尚
四
十
絵
＋
画
庁
、
他
財
物
稀
是
o

（「漢
書
』
の
「
買
誼
伝
」
に
付
さ
れ
る
「
治
安
策
」

（
必
）
舎
主
患
、
高
后
時
、
天
下
初
定
、
郡
圏
諸
侯
各
務
自
抑
循
其
民
。
旦
ハ
有
珠
章
郡
銅
山
、
海
則
招
致
天
下
亡
命
者
盗
鋳
銭
、
煮
海
水
為
塩
。
以
故
無
賦
、

国
用
富
銭
。
（
「史
記
』
呉
王
湧
列
惇
）

（
日
明
）
網
疏
而
民
富
、
役
財
騒
溢
、
或
至
兼
併
豪
黛
之
徒
、
以
武
断
於
郷
曲
（
「史
記
』
平
准
書
）

（
円
引
）
崖
向
東
氏
の

「漢
代
豪
族
研
究
』
（
北
京
、
崇
文
書
局
、
二
C
C
三
）
の
第
二
章
（
八
0
1
一一一一
O
頁
）
で
は
漢
代
豪
族
の
階
級
的
源
泉
と
そ
の
構

成
と
が
分
析
さ
れ
て
い
る
。
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（
川
叩
）
皆
非
有
爵
口
巴
奉
椋
弄
法
犯
姦
而
富
。
査
椎
埋
去
就
、
輿
時
術
仰
、
獲
其
蔵
利
。
以
末
致
財
、
用
本
守
之
、
以
武
一
切
、
用
文
持
之
、
変
化
有
概
、

故
足
術
也
o

若
至
力
農
畜
、
工
虞
商
買
、
鴬
権
利
以
成
富
。
大
者
傾
郡
、
中
者
傾
牒
、
下
者
傾
郷
裏
者
、
不
可
勝
数
。
（
「史
記
』
貨
殖
列
惇
）

（必）

「漢
書
』
の
「
食
貨
志
」
に
載
せ
る
晃
錯
の
「
論
貴
粟
疏
」
に
は
ど
の
よ
う
な
農
民
の
情
況
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
印
）
今
法
律
賎
商
人
、
商
人
己
富
貴
失
。
尊
曲
辰
夫
、
曲
辰
夫
己
貧
賎
失
。
（
「漢
書
』
食
品
貝
志
）

（
日
）
賭
学
賞
老
之
言
、
治
官
理
民
、
好
清
静
、
捧
丞
史
而
任
之
。
其
治
、
責
大
指
而
己
、
不
苛
小
。
（
「史
記
』
汲
鄭
列
伝
）


